
 

遠山郷学園小学校の再編について 

－ 校名(案)の決定に基づく設置条例の改正を中心に － 
 

 

飯田市教育委員会事務局 教育政策課  

 

 

１ これまでの経過(概要)                              
 

 

※1 ｢遠山郷学園における学校の配置・枠組み等についての要望｣参照 

※2 ｢遠山郷学園における小学校の再編に向けた基本方針｣参照 

※3 ｢遠山郷学園小学校再編だより vol.１｣参照 

※4 ｢遠山郷学園小学校再編だより vol.２｣参照 

※5 ｢遠山郷学園小学校の再編にかかる校名候補の選定について｣参照 

※6 ｢飯田市教育委員会告示第２号｣参照 

 
 

令和７年５月７日 上村・南信濃まちづくり委員会、上村・南信濃地域協議会から 

飯田市長及び飯田市教育長宛に、｢遠山郷学園における学校の配置・枠組み等

についての要望※1｣が提出される。 

令和７年８月４日 上記要望に対する回答及び｢遠山郷学園における小学校の再編に向けた基本方

針※2｣を発出 

令和７年９月 30日 第１回 遠山郷学園小学校再編検討委員会※3 

・遠山郷学園小学校再編検討委員会の設置について 

・検討部会の構成及び委員について 

・再編後の小学校の校名の検討について 

令和７年 10月８日 第１回 校名等検討部会 

・再編後の小学校の校名公募要領について 

・校名選定の観点及び校名決定までの流れについて 

・校名募集チラシ及び応募用紙について 

令和７年 

10月 27日 

   ～11月 28日 

再編後の小学校の校名募集 

・応募対象者 

  上村小学校・和田小学校・遠山中学校に通学する児童生徒及びその保護者 

  上村、南信濃の２地区内に居住している方及び事業所等に勤務している方 

・全 47種類 101件の応募 

令和７年 12月９日 第２回 校名等検討部会 

・再編後の小学校の校名の応募状況について 

・再編後の小学校の校名候補(案)の選定について 

 ※｢飯田市立遠山小学校｣と｢飯田市立上南光小学校｣の２案を選定 

・第２回遠山郷学園小学校再編検討委員会への報告について 

令和７年 12月 17日 第２回 遠山郷学園小学校再編検討委員会※4 

・校名候補の選定について 

※校名候補として｢飯田市立遠山小学校｣を選定し市教委へ報告※5 

・令和８年度及び令和９年度の通学方法について 

・魅力ある教育を願って 

・｢実質的再編｣合同生活授業、合同授業、行事等について 

令和８年１月 20日 令和８年飯田市教育委員会第１回定例会 

・校名(案)決定 

 ※校名(案)として｢飯田市立遠山小学校｣を議決※6 

令和８年２月 10日 部長会議資料 資料№１ 
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２ 条例改正案                                   
 

 (1) 改正する条例 飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和 42年条例第 57号) 

 (2) 改正内容 

別表第１中 

   「 

飯田市立上村小学

校 

飯田市上村 838 番

地 

明治６年４月（日不詳）上村で設置し、平成

17年 10月１日合併により引き継ぐ。 

飯田市立和田小学

校 

飯田市南信濃和田

1165番地 

明治６年１月１日和田村で設置し、平成 17 年

10月１日合併により引き継ぐ。 

」 

   を 

   「 

飯田市立遠山小学

校 

飯田市上村 838 番

地 

明治６年４月（日不詳）上村で設置し、平成

17 年 10 月１日合併により引き継いだ上村小学

校（飯田市上村 838 番地）及び明治６年１月１

日和田村で設置し、平成 17 年 10 月１日合併に

より引き継いだ和田小学校（飯田市南信濃和田

1165 番地）を再編し、令和９年４月１日遠山

小学校を設置する。 

」 

に改める。 

 

 

３ 今後の主な動き                                   
 

 (1) 条例改正に関する動き 

 

(2) 条例改正以外の事項に関する動き 

ア 遠山郷学園小学校再編検討委員会 

(ｱ) 校名等検討部会 校歌及び校章に関する検討協議 など 

(ｲ) 通学等検討部会 合同生活授業時の登下校でのスクールバス運行に向けた準備及び実施 

          実施状況の確認、児童や保護者、学校、運転手との振り返りとそれに基づ

く調整 など 

(ｳ) 校務等調整部会 合同生活授業の実施に向けた準備及び実施 

          完全再編に向けた検討・準備、学校行事と地域行事の摺り合わせ など 

  イ 教育委員会事務局 

(ｱ) 学校教育法施行令第 25条の規程に基づく学校再編に係る設置届出をはじめとする文部科学

省及び長野県教育委員会等へ申請等 

(ｲ) 設置条例改正に伴う関連規則・要綱・要領等の改正 

(ｳ) 合同生活授業の実施に向けたソフト・ハード両面での準備及び実施 

(ｴ) 令和９年４月の完全再編に向けた協議検討及び準備 など 

令和８年２月 10日 部長会議 

・飯田市議会第１回定例会への条例改正案上程を報告 

令和８年２月 27日 令和８年飯田市議会第１回定例会 開会 

・｢飯田市立小学校及び中学校を設置する条例｣改正案上程 

令和８年３月 23日 令和８年飯田市議会第１回定例会 閉会 

・｢飯田市立小学校及び中学校を設置する条例｣改正案議決(予定) 

・再編後の小学校の校名が決定 
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遠山郷学園における小学校の再編に向けた基本方針 

令和７年８月 

飯田市  

飯田市教育委員会  

 

１ 基本的な考え方                              
 

(1) 遠山郷学園内の小学校の配置検討の視点                      

ア 上村・南信濃地区の急激な少子化の進行による教育環境の変化に関する地域の皆さんの危

機意識を受け止め、｢学校は児童生徒の豊かな学びと成長を保障する場｣であるとの認識に

基づき、児童生徒をまんなかにおいて、児童生徒にとってよりよい学びの環境の整備と安

全で安心な教育環境の確保をめざして取組を進めます。 

 

イ ｢学校は地域の将来の担い手や支え手となる人材を育む場｣でもあることにも留意し、関係

する方々が手を取り合って再編に向けた取組を進めることができるよう、学校・地域・家

庭との対話を通じて合意形成を図ります。 

 

 

(2) これからの学校のあり方に関する審議との関係性                 
児童生徒数の減少や施設の老朽化が喫緊の課題となる地域の学校のあり方検討について

は、学園地域の課題感や危機意識の状況を見定めながら、地域や保護者の皆さんと協働して

学園内の学校のあり方を検討していく方針であり、遠山郷学園内の小学校の再編に関して

は、先行的取組として、市域全体における学校のあり方の審議と同時に進めていきます。 

 

 

２ ５つの基本方針                              
 

(1) 小学校の体制の移行について                          
ア 基本方針 

 

児童の豊かな学びと成長を保障し、グランドデザインに基づく教育をより効果的に実

践するため、遠山郷学園内の学校体制を、現在の１中学校２小学校体制から１中学校１

小学校体制へ移行します。 
 

 

イ 課題認識及び方針 

⚫ 上村地区における小規模特認校制度や地域を挙げての児童生徒への支援、南信濃地区にお

けるやまざと親子留学などの教育移住に関する取組の成果が発現してきているものの、保

護者の皆さんや地域の皆さんが抱く先行きに対する不安を解消するには至っていません。 

⚫ 現在の上村・和田両小学校における教育環境は、個に応じた指導がしやすいことや異学年

間の交流が生まれやすいメリットがある一方で、人間関係の固定化や学校行事などの実施

に難しさが生じ、児童生徒の発達を多面的・多角的に評価する機会が少ないといったデメ

リットも生じています。また、学級数が減少し複式学級となることで、教員の配置数が減

り校務遂行が難しい面もあります。 

⚫ 上村保育園と和田保育園の合同保育が行われ、幼少期におけるこども同士の関係性が育ま

れてきていますが、小学校入学に伴い通学区の定めにより通学する学校が２校に分かれる

ことで、合同保育で構築したこどもや保護者の関係性が一旦途切れてしまう課題がありま

す。 
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⚫ こうした課題を可能な限り克服し、不安を縮減し、児童の豊かな学びと成長を保障し、グ

ランドデザインに基づく教育をより効果的に実践するため、遠山郷学園内の学校体制を、

現在の１中学校２小学校体制から１中学校１小学校体制へ移行します。 

 

 

(2) 活用する学校施設について                           
ア 基本方針 

 

学校施設の安全性に鑑み、再編後の小学校は、現上村小学校の施設を利用します。 
 

 

イ 状況認識及び方針 

⚫ 上村小学校の校舎及び体育館並びに和田小学校の教室棟以外の施設は、国の改築目安とさ

れる築後 50 年を経過しており、建築年の面からは、上村小学校が和田小学校に比して安全

性が高いと言えます。 

⚫ 和田小学校は、体育館の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されているほか、教室棟、体

育館の全部及びグラウンドの半分程度が土砂災害警戒区域に指定されています。一方、上

村小学校は、校舎の東側の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されているほか、校舎及び

体育館の一部は土砂災害警戒区域に指定されているものの、体育館の大部分及びグラウン

ドは指定区域外であり、和田小学校に比して土砂災害に対する安全性は高いと言えます。 

⚫ 建設後の経過年数、防災面から見た学校施設の安全性に鑑み、現和田小学校施設の学籍、

財産などを継承する小学校施設は、現上村小学校の施設とすることが妥当と判断します。 

 

 

(3) 児童生徒をまんなかにおいた再編過程について                  

ア 基本方針 
 

上村小学校と和田小学校の児童がともに学習する環境を可能な限り早期に実現する観

点から、令和８年４月から実質的な再編となる合同授業を実施しつつ、令和９年４月の

完全再編に向けて取り組みます。 
 

 

イ 課題認識及び再編過程 

⚫ 保護者アンケートでは、｢児童が環境変化についていけるか心配｣、｢児童の居場所である学

校の環境変化が児童に及ぼす影響への心配｣、｢戸惑い等を表現できない児童もいることへ

の配慮が必要｣などの意見があり、新たな学校生活へ円滑に移行することができるよう、保

護者と学校がともに再編後の学級や授業のイメージを相互に共有するとともに、児童同士

の相互理解を深めることに時間をかける必要があります。 

⚫ 再編に向け学校現場では、教育課程編成・授業づくり、学校行事や特別活動の調整、日

課・清掃・給食といった学校生活、施設や備品の整備、その他学務に関する調整などを、

日常的な教育活動とは別に進める必要があり、できる部分から検討や対応を進めるとして

も、現状の児童の授業や学校生活への影響を最小限に抑えながら、新たな教育環境の構築

に向けた検討や作業を進めるには一定程度の時間が必要です。 

⚫ 上記した事情はあるものの、保護者の意見を踏まえ地域一丸となってまとめていただいた

要望内容を真摯に受け止め、上村小学校と和田小学校の児童がともに学習する環境を可能

な限り早期に実現する観点から、令和８年４月から実質的な再編となる合同授業を実施し

つつ、以下の再編過程を経て、令和９年４月の完全再編を目指します。 
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第１フェイズ 

 
～令和８年３月 

◼ 実質的な再編として、また、再編後の環境へのスムーズな移行を

目的として、合同授業を長期間実施するための準備を再編過程に

組み込み準備を進めます。 

◼ 完全な形での再編に向け、検討委員会(詳細は後述)での学校名等

の検討を進め、小学校及び中学校を設置する条例の改正を目指し

ます。 

◼ 学校現場においては、両校の現状のすり合わせから相違点を見つ

け、新たな学校でどのように対応するかを具体的に検討して行き

ます。 
  

第２フェイズ 

 
令和８年４月～ 

令和９年３月 

◼ 実質的な再編となる合同授業の実施 

◼ 児童も保護者も再編後の授業を経験し、完全な形での再編に向け

課題を整理します。 

◼ 完全な形での再編に向け、検討委員会での詳細を検討し必要によ

り施設改修等を実施します。 

◼ 学校現場においては、中核教員を中心に、教育課程編成や課外活

動などの教育に係わる細部の検討を進め、教職員配置に関する協

議も進めます。 

  

第３フェイズ 

 
令和９年４月～ 

令和 10 年３月 

◼ 完全な再編 

◼ 中核教員を中心に、完全再編後の課題を共有し微調整します。 

 

 

(4) 小規模特認校指定の継続について                        
  ア 基本方針 

 

 再編後の小学校もこれまでと同様に小規模特認校に指定します。 
 

 

イ 課題認識及び方針 

⚫ 遠山郷学園内の学校及び学園地域が一体となって取り組んできている小規模特認校制度

は、教育移住の促進による児童生徒数の維持・増加に向けた重要な取組で、遠山郷学園の

特色と魅力を高める最も重要な取組であり、再編後の小学校においても継続します。 

⚫ なお、令和７年度から導入している遠山中学校の小規模特認校指定も継続します。 

 

 

(5) 再編の推進体制について                            
  ア 基本方針 

 

  再編を円滑且つ確実に実施していくため、遠山郷学園小学校再編検討委員会を設置

し、検討・協議事項や決定事項は多様なメディアで随時発信し周知します。 

遠山郷学園内の児童(生徒)の声を聴き、再編後の学校生活に生かしていくよう検討

します。 
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イ 遠山郷学園小学校再編検討委員会 

⚫ 遠山郷学園内の小学校の再編を円滑に推進するとともに、再編に伴い設置される学校の

開校に向けた総合的な検討及び関係者との調整を行うため、遠山郷学園小学校再編検討

委員会(以下｢検討委員会｣という。)を設置します。 

⚫ 検討委員会では、以下の事項について意見を交換し、その結果を飯田市教育委員会(以下

｢教育委員会｣という。)へ報告いただきます。 

・校名に関すること。 

・校歌及び校章に関すること。 

・学校運営方針及び学校行事に関すること。 

・教育課程再編、学級編成に関すること。 

・通学路及び通学方法に関すること。 

・ＰＴＡ組織及び児童会組織に関すること。 

・前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

⚫ 検討委員会の委員は、以下の方々の中から 17 名以内で、教育委員会が委嘱します。 

・遠山郷学園内の小学校及び未就学児保護者を代表する者 

・遠山郷学園内の小中学校長 

・上村及び南信濃両地区まちづくり委員会を代表する者 

・上村及び南信濃両地区の公民館長 

・前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

⚫ 意見交換をする事項が多岐にわたるため、以下の３つの部会を設けて検討します。 

・校名や校歌及び校章に関する協議をする｢校名等検討部会｣ 

・通学路及び通学方法について協議をする｢通学等検討部会｣ 

・教育課程再編や学級編成、学校運営方針や学校行事、ＰＴＡや児童会組織など学校現 

場で検討事項を共有する｢校務等調整部会｣ 

⚫ この検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育政策課が行います。 
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

基本方針の策定(体制･施設･時期等)

魅力ある学校づくり

校名

校歌･校章･校則

教育課程編成･時間割
(複式解消･学習進度調整を含む)

学校行事
(地域行事との調整を含む)

学級編成・教室配置
(備品配置等を含む)

給食対応

通学対策

ＰＴＡ・児童会再編

合同授業(児童ケアを含む)

長野県教育委員会との協議

設置条例の改正

通学区の見直し

施設の環境整備

引っ越し

閉校・開校式典等

令和７年度 令和８年度 令和９年度

令和７年 令和８年 令和９年

検討、県教委協議(随時)

検討、地域(公民館)等との合意形成

検討

検討、周知、合意形成

改正

準備

議案

上程

改正

準備
改正

環境整備検討・合意形成

検討、合意形成

随時事業者等と協議検討、合意形成

検討

予算化 環境整備

開催事業実施時の随時開催･式典準備

３ 今後のスケジュール

検討

必要により随時協議

説明

報告

準備 合同授業など

必要により報告･説明

(市議会･教育委員会等)

説明

報告

検討･協議 確定

検討、県教委協議(随時)、学習進度調整

予算化･準備･練習等

新体制準備

以降、環境整備へ

準備･合同授業にあわせて実施･検証

検討

随時事業者等と協議 予算化･準備

必要により報告･説明(市議会･教育委員会等)

引っ越し

随時作製検討、周知、合意形成

必要により報告･説明

遠
山
郷
学
園
小
学
校
再
編
検
討
委
員
会
設
置

実
質
的
な
再
編

合
同
授
業
の
実
施

完
全
再
編
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遠山郷学園小学校再編検討委員会
事務局：飯田市教育委員会事務局 教育政策課
電 話 0265-22-4511(内線3712) E-mail kyoi@city.iida.nagano.jp

発行者

17
1 2
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12 17

I i d a C i t y B o a r d o f E d u c a t i o n P u b l i c R e l a t i o n s

Vol.

２
2026( )

TOPIX

( )

次号は、令和８年３月上旬頃
に発行する予定です。

12 10 27

( )
( )

(50 )

12 17

( )

応募された校名 応募された校名
蒼山 ＺＡ
赤石 つながり
飯田南 遠山
上田 とおやま
おやまの学校 とうやま
和上 遠山郷
神村 遠山ＧＯ
かみむら 遠山郷 上南
上村 遠山郷みらい
上山 遠山しぜん
上村和田 とおやま未来
上和 とおやま結の和
上和田 南部
神和田 聖
かみわだっこ 平和
さく山 美里
霜月 南信濃上村 こどもの杜
霜月かぐら 未来の森
霜和上 森の遠山
上南光 若神
神栄 和田
清神 わだかみ
星神 和田上村
せせらぎ (空白)
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12 17

24 ( ) 17 ( )
18

31 ( ) 10 ( )

11 10 ( ) 12 ( )
16

遠山郷学園小学校再編検討委員会
事務局：飯田市教育委員会事務局 教育政策課
電 話 0265-22-4511(内線3712) E-mail kyoi@city.iida.nagano.jp

発行者

( )

11

40

12

152

10

(
)
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令和７年12月24日  

 

飯田市教育委員会 

教育長 熊谷 邦千加 様 

 

遠山郷学園小学校再編検討委員会   

委員長 酒井 郁雄    

 

遠山郷学園小学校の再編にかかる校名候補の選定について 

 

遠山郷学園小学校の再編につきまして、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

さて、９月30日に遠山郷学園小学校再編検討委員会（以下、「検討委員会」）を立ち上

げ、これまでに検討委員会全体会議と校名等検討部会を各２回開催し、再編後の小学校の

校名について検討を進めてきました。12月17日に開催しました第２回検討委員会におい

て、当検討委員会として校名候補を以下のとおり選定いたしました。 

つきましては、飯田市教育委員会において、以下の校名候補についてご審議いただき、

ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

 一 校名候補   飯田市立遠 山
とおやま

小学校 

 

 一 校名候補を選定した理由 

   ・遠山郷学園として小中一貫教育を進めるにあたり、特色ある教育の充実を「チー

ム遠山」として、上村・南信濃両地区が支援していくことが重要という応募いた

だいた理由が理に適っている。 

   ・上村と南信濃両地区の呼称として「遠山」という地域名が使われており、地域内

外の皆さんになじみがあり、多くの方に親しまれている。 

   ・児童、保護者の皆さんが地域を愛し、誇りを持っていただける校名として「遠山」

が最も適している。 

   ・遠山郷学園グランドデザインには、「遠山郷を愛し、誇りを持ち、未来を共に創る

人づくり」と記されており、中学校名とあわせて「遠山」にすることで、遠山へ

の誇りが醸成されるとともに、地域としての一貫性・一体感が強くなる。 

   ・誰にとっても読みやすく書きやすい校名である。 

   ・多くの方から応募された校名である。 
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